
 

＜報道発表資料＞                 
 令和８年２月２７日   

京都市文化市民局文化市民部くらし安全推進課   
  

京都市客引き行為等の禁止等に関する条例違反者の氏名、店舗名等の公表 
 
 京都市では、市民や観光旅行者等の皆様にとって安心・安全なまちづくりの推進等を目的として、平
成２７年４月から「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」（以下、「条例」という。）を施行し、
悪質な客引き行為に対する指導等の各種対策を進めています。 
 この度、京都市の度重なる指導及び勧告にもかかわらず、繰り返し「客引き行為等禁止区域（以下、
「禁止区域」という。）」において客引き行為等を行い、又は行わせ、条例第１１条の規定による命令に
違反した者について、条例第１８条の規定により、公表します。 
 また、条例第１１条の規定による命令に違反した者は、条例第２１条第１号の規定により、過料に処
される対象となります。  
 
 

１ 里井
さとい

 新汰
あらた

 

⑴ 住所 
京都市左京区川端通二条下る孫橋町 

⑵ 命令に違反することとなった行為に係る店舗等 
  「ひとさじ」 
   京都市中京区山崎町２３６−２ ルミエールド三条３階 
⑶ 命令の内容 

禁止区域において、客引き行為を行わせてはならないことを命令した。 
⑷ 公表の原因となる事実 

上記の者は、令和７年９月１３日に禁止区域において営業関係者に客引き行為を行わせたことに   
  ついて、同年１０月３日付けで条例第１１条の規定により、上記⑶の内容の命令を受けたが、当該   
  命令に従わず、同年１０月１１日午後６時０７分頃、京都市中京区木屋町通南車屋上る東側歩道上

において、他の営業関係者に客引き行為を行わせたもの。 
⑸ 指導等の経過 

   上記の者は、令和７年９月３日に禁止区域において営業関係者に客引き行為を行わせたとして条
例第１０条第１項の規定による文書指導を受けた後、その後も同様の行為を他の営業関係者に行わ
せたため、同年９月６日に同条第２項の規定による勧告を受けていた。 

 
 



 

２ 株式会社レイズ（代表取締役 吉 川
よしかわ

 大輝
だいき

） 

⑴ 主たる事務所の所在地 
名古屋市中村区則武一丁目７番１３号Ｔ’ｓＤｒｅａｍ４０３号 

⑵ 命令に違反することとなった行為に係る店舗等 
   「京串」  
    京都市下京区真苧屋町２１８  

Ｇａｒｎｅｔ Ｓｔａｒｔｉｎｇ Ｂｌｄｇ ３Ｆ 
⑶ 命令の内容 

   禁止区域において、客引き行為を行わせてはならないことを命令した。 
⑷ 公表の原因となる事実 

   上記の者は、令和７年１０月２５日に禁止区域において営業関係者に客引き行為を行わせたこと
について、同年１０月３１日付けで条例第１１条の規定により、上記⑶の内容の命令を受けたが、
当該命令に従わず、同年１１月２１日午後６時０５分頃、京都市下京区烏丸通木津屋橋交差点路上
上において、他の営業関係者に客引き行為を行わせたもの。 

⑸ 指導等の経過 
   上記の者は、令和７年９月２７日に禁止区域において営業関係者に客引き行為を行わせたとして

条例第１０条第１項の規定による文書指導を受けた後、その後も同様の行為を他の営業関係者に行
わせたため、同年１０月９日に同条第２項の規定による勧告を受けていた。 

３ 東
とう

 暖人
は る と

 

⑴ 住所 
京都市下京区中堂寺北町 

⑵ 命令に違反することとなった行為に係る店舗等 
  「とりしげ」 

    京都市中京区北車屋町２６７−１ ｂａｌ北ビル１Ｆ 
⑶ 命令の内容 

禁止区域において、客引き行為を行ってはならないことを命令した。 
⑷ 公表の原因となる事実 

上記の者は、令和６年１１月１６日に禁止区域において客引き行為を行ったことについて、同年
１１月２９日付けで条例第１１条の規定により、上記⑶の内容の命令を受けたが、当該命令に従わ
ず、令和７年１１月２２日午後５時３７分頃、京都市中京区木屋町通南大黒橋下る東側歩道上にお
いて、客引き行為を行ったもの。 

⑸ 指導等の経過 
   上記の者は、令和６年２月２日に禁止区域において客引き行為を行ったとして条例第１０条第１

項の規定による文書指導を受けた後、その後も同様の行為を行ったため、同年４月２７日に同条第
２項の規定による勧告を受けていた。 



 

４ 里井
さとい

 新汰
あらた

 

⑴ 住所 
京都市左京区川端通二条下る孫橋町 

⑵ 命令に違反することとなった行為に係る店舗等 
  「ひとさじ」 
   京都市中京区山崎町２３６−２ ルミエールド三条３階 
⑶ 命令の内容 

禁止区域において、客引き行為を行わせてはならないことを命令した。 
⑷ 公表の原因となる事実 

上記の者は、令和７年１１月１１日に禁止区域において営業関係者に客引き行為を行わせたこと
について、同年１１月２８日付けで条例第１１条の規定により、上記⑶の内容の命令を受けたが、
当該命令に従わず、同年１２月１６日午後８時５０分頃、京都市中京区木屋町通南大黒橋下る東側
歩道上において、他の営業関係者に客引き行為を行わせたもの。 

⑸ 指導等の経過 
   上記の者は、令和７年１１月６日に禁止区域において営業関係者に客引き行為を行わせたとして

条例第１０条第１項の規定による文書指導を受けた後、その後も同様の行為を他の営業関係者に行
わせたため、同年１１月７日に同条第２項の規定による勧告を受けていた。 

 

５ 株式会社Ｉｎｆｅｃｔｉｏｎ
イ ン フ ェ ク シ ョ ン

（代表取締役 西 原
にしはら

 甲
かつ

浩
ひろ

） 

⑴ 主たる事務所の所在地 
名古屋市中村区名駅南三丁目１２番１６号ルポゼ名駅南７０２ 

⑵ 命令に違反することとなった行為に係る店舗等 
   「つばき」   ※公表日現在、閉店 

   京都市中京区鍋屋町２１５ ＳＡＫＩＺＯ木屋町２１５ビル４階 
  「ひといき」 
   京都市中京区鍋屋町２１５ ＳＡＫＩＺＯ木屋町２１５ビル４階 
⑶ 命令の内容 

   禁止区域において、客引き行為を行わせてはならないことを命令した。 
⑷ 公表の原因となる事実 

   上記の者は、令和７年９月２日に禁止区域において営業関係者に客引き行為を行わせたことにつ
いて、同年９月２６日付けで条例第１１条の規定により、上記⑶の内容の命令を受けたが、当該命
令に従わず、令和８年１月１４日午後５時４５分頃、京都市中京区木屋町通十軒町橋上る東側歩道
上において、他の営業関係者に客引き行為を行わせたもの。 

⑸ 指導等の経過 
   上記の者は、令和７年４月１日に禁止区域において営業関係者に客引き行為を行わせたとして条



 

例第１０条第１項の規定による文書指導を受けた後、その後も同様の行為を他の営業関係者に行わ
せたため、同年５月１０日に同条第２項の規定による勧告を受けていた。 

 
＜参 考＞ 

京都市では、平成２７年４月に「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」を施行し、禁止区域に
指定した区域において条例に違反して客引き行為等を行い、又は行わせた者に対して、条例に基づく指
導等を行っています。 

なお、令和２年４月１日からは、公表範囲の拡大や両罰規定の新設等、取組の強化を図った改正条例
を施行し、悪質な客引き行為に対する指導等の各種対策を進めています。 

（参考）京都市客引き行為等の禁止等に関する条例（抄） 
 （客引き行為等禁止区域における客引き行為等の禁止） 
 第９条 何人も、客引き行為等禁止区域において客引き行為等を行い、又は行わせてはならない。 
 （指導及び勧告） 
 第１０条 市長は、客引き行為等禁止区域において客引き行為等を行い、又は行わせた者に対し、

その行為をしてはならない旨を指導することができる。 
 ２ 市長は、前項の規定による指導を受けた者が客引き行為等禁止区域において当該指導に係る行

為をしたときは、その者に対し、その行為をしてはならない旨を勧告することができる。 
 （命令） 
 第１１条 市長は、前条第２項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その者

に対し、当該勧告に係る行為をしてはならない旨を命じることができる。 
 （公表等） 
 第１８条 市長は、第１１条の規定による命令を受けた者が当該命令を受けた日から別に定める期

間を経過した日（第２１条において「経過日」という。）以後に当該命令に違反したときは、次
に掲げる事項を公表することができる。 

  ⑴ 命令を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務
所の所在地） 

  ⑵ 次の店舗等の名称及び所在地 
   ア 命令に違反することとなった行為に係る店舗等 
   イ 命令並びに当該命令の原因となる指導及び勧告の対象となった行為に係る店舗等 
  ⑶ 命令の内容 
  ⑷ その他市長が必要と認める事項 
 （過料） 
 第２１条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０，０００円以下の過料に処する。 

⑴  経過日以後に第１１条の規定による命令に違反した者 

 
＜お問合せ先＞ 
京都市文化市民局文化市民部くらし安全推進課 
電話：０７５−２２２−３１９３ 
 


